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公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

令和元年１０月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和元年１０月９日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ＲＥＲＥＥＤ

３ 代表者の氏名 鑓水浩

４ 主たる事務所の所在地 高崎市京目町１６５６番地１育英大学鑓水研究室

５ 定款に記載された目的 この法人は、学校教育を中心とした教育活動において、当該地域で活動している企業

や農業事業者等の事業内容や経営理念等についての学習の機会を提供するとともに、これらの事業内容情報を地

元メディアと協力しながら発信していくことにより、地域の経済活動の活性化を促進し、当該児童生徒さらには

地域住民全体の地元意識の高揚を図ることを目的とする。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和元年１０月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字馬場２８３５－８ 太田市岩瀬川町２００番地３ グラン・ヴァレ
ーＢ－２０１号
横山和彦

２ 佐波郡玉村町大字上之手１６２２－１ 東京都武蔵野市境南町二丁目１２番５－３０４
号
中嶋宏樹、中嶋恵

３ 邑楽郡千代田町大字赤岩字五ツ塚１７１３－２ 邑楽郡大泉町仙石一丁目３番１２－１０３号
グランエスポワールⅤ
佐藤禅、佐藤恵里奈

４ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字大黒１４６７－２ 邑楽郡邑楽町大字中野３１３８番地２ アウス
レーゼⅡ２０４号室
五箇壯望、五箇有里恵
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選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第４２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

令和元年１０月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党新田南部支部 主たる事務所 太田市新田木崎町９６６ 太田市阿久津町１２４ 令和元年
の所在地 ８月２６日

代表者の氏名 山﨑俊之 田端光三 令和元年
８月２６日

会計責任者の 田村博 志村公男 令和元年
氏名 ８月２６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

群馬土地家屋調査士政治連 会計責任者の 新井清史 表野真拡 令和元年
盟 氏名 ５月２４日

牧田直己後援会 政治団体の名 牧田直己後援会 みなかみ町を元気にする 令和元年
称 会 ９月６日

◎群馬県選挙管理委員会告示第４３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

令和元年１０月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

比嘉奈津美群馬県後援会 村山利之 令和元年９月２４日
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